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第６ 屋内貯蔵所 

１ 平家建ての独立専用建築物の屋内貯蔵所 

(１) 屋内貯蔵所は、浄化槽、下水道配管等の地下工作物の上部には設けられない。 

(２) 保安距離は、「第 4 製造所」の例による。なお、屋内貯蔵所にひさし又は上屋を設ける場合の起算

点は、当該ひさし又は上屋の先端とする。(昭和 57 年 5 月 11 日消防危第 57 号質疑) 

(３) 保有空地は、「第 4 製造所」の例による。この場合の起算点は、当該ひさし又は上屋の先端とする。

（昭和 57年 5月 11 日 消防危第 57 号質疑） 

(４) 標識及び掲示板は、「第 4 製造所」の例による。 

(５) 貯蔵倉庫の軒高とは、地盤面から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又

は柱の上端までの高さをいう。(平成元年 3月 1 日消防危第 14 号・消防特第 34 号通知) 

(６) 貯蔵倉庫の構造 

ア 危政令第 10 条第 1 項第 6号のただし書に規定する貯蔵倉庫の構造は、表のとおりとする。なお、延

焼のおそれのない外壁、柱及び床のみを不燃材料で造ることができる。 

貯蔵倉庫に貯蔵する危険物の種類 構造 

指定数量の 10 倍以下の危険物(第 2 類の引火性固体及び第 4類の危

険物で引火点 70 度未満の危険物を含む) 
不燃材料 

指定数量の 10 倍を超える危険物(第 2 類の引火性固体及び第 4 類の

引火点 70 度未満の危険物を含む) 
耐火構造 

第 2 類又は第 4 類の危険物(第 2 類の引火性固体及び第 4類の引火

点 70 度未満の危険物は除く) 
不燃材料 

 

イ 外壁のない貯蔵倉庫は、認められない。 

(７) ひさし及び上屋 

   日除け、雨避けのために設けるひさしの長さは、1ｍ以下とすること。また、荷捌きのための上屋は、

使用形態により次によること。 

 ア 荷捌きの用途以外に使用せず、一時的な保管行為はできない。 

 イ 2 方向以上が開放していること。 

(８) 屋根の構造 

   危政令第 10 条第 1 項第 7 号に規定する「屋根」については、軽量の耐火構造としても差し支えない。 

(９) 出入口の大きさ 

危政令第 10 条第 1 項第 8 号に規定する「出入口」に防火設備を設ける限り、その大きさについて制

限はない。(昭和 45 年 4 月 21日消防予第 72 号質疑) 

(10) 禁水性物品等の貯蔵倉庫の床の構造 

   危政令第 10 条第 1 項第 10 号に規定する「水が浸入しない構造」は、床を周囲の地盤面より高くす

ること等をいう。 

(11) 液状の危険物の貯蔵倉庫の床の構造 

危政令第 10 条第 1 項第 11 号に規定する「危険物が浸透しない構造」には、コンクリート、金属板



袋井消防本部危険物施設審査基準 

第６ 屋内貯蔵所 

 

6-2 

 

等(酸性の危険物を貯蔵する場合、耐酸性を有するものを使用する)で造られたものとする。 

(12) 架台の構造 

   架台の耐震対策は次に掲げるとおりとする。ただし、架台の高さが 1.8ｍ以下であり、アンカー等に

より堅固に取り付けられている場合は、耐震計算を不要とすることができる。◆ 

ア 耐震対策(平成 8年 10 月 15 日消防危第 125 号通知) 

(ア) 架台の構造について 

架台は、地震時の荷重に対して座屈及び転倒を生じない構造とする。この場合、設計水平震度(Ｋ

ｈ)は、0.3 とし、設計鉛直震度は設計水平震度の 1/2 とする。ただし、高さが 6ｍ以上の架台にあ

っては応答を考慮し、修正震度法によるものとする。なお、高層倉庫等で架台が建屋と一体構造と

なっているものについては、建基法によることができる。 

(イ) 修正震度法による計算 

ａ 架台の各段の設計水平震度架台の各段の設計水平震度(Ｋｈ(ｉ))は、次の式により求めた値とす

る。 

Ｋｈ(ｉ)＝0．3・ν3(ｉ) 

ν3(ｉ)：高さ方向の震度分布係数 

 

ν3(ｉ) ＝ 1／Ｗｉ  (ΣＷｊ)×Ａｉ－(ΣＷｊ)×Ａｉ＋1 

 

ただし、ｉ＝ｎの場合、( )内は第 1 項のみとする。 

Ｗｉ：ｉ段の固定荷重と積載荷重の和 

Ａｉ：各段の設計水平震度の分布係数 

ｎ  ：架台の段数 Ａｉ =1＋(1／√αｉ－αｉ)2Ｔ／(1＋3Ｔ)  

αｉ：架台のＡｉを算出しようとする第ｉ段の固定荷重と積載荷重の和を当該架台の全固定荷重

と全積載荷重の和で除した数値 

Ｔ  ：架台の設計用一次固有周期で、次の式により求めた値(秒) 

Ｔ＝0.03ｈ 

ｈ  ：架台の全高さ(ｍ) 

架台の固有値解析を行った場合は、その値を用いることができる。 

    ｂ 架台の各段に作用する地震力(Ｐｉ)は、次の式により求めた値とする。 

Ｐｉ＝Ｗｉ×Ｋｈ(ｉ) 

    ｃ 架台の各段に作用する転倒モーメント架台の各段に作用する転倒モーメント(Ｍｉ)は、次の式に

より求めた値とする。 

 

Ｍｉ ＝ Σ   Ｐｉ×(Ｈｊ－Ｈｉ) 

 

Ｈｉ：第ｉ段の高さ 

架台地盤面に作用する転倒モーメント(Ｍｏ) 

 

ｎ 

ｊ=ｉ+1 

n        n 

ｊ=ｉ     ｊ=ｉ+1 
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Ｍｏ ＝ Σ (Ｐｊ× Ｈｊ) 

 

   イ 架台は、人が載って作業をしない構造とする。 

   ウ 架台は次による。 

(ア) 危政令第 10 条第 1 項第 11 号の 2 に規定する「架台」には、貯蔵する容器が容易に転倒、落下及

び破損等しない措置が講じられている。 

(イ) 危規則第 16 条の 2の 2第 1 項第 3 号に規定する「容器が容易に落下しない措置」とは、地震動等

による容器の落下を防止するための措置であり、当該架台に不燃材料でできた柵等を設けることを

いう。(平成元年 7月 4 日消防危第 64 号質疑) 

   エ 移動ラックを設ける場合は、次による。 

(ア) 移動ラックは、危険物の容器を出し入れするために移動する場合を除き、貯蔵倉庫の床に固定で

きる構造のものとする。 

(イ) くぼみ式のレールを使用する移動ラックにあっては、当該くぼみを貯留設備に直結する。 

(13) 採光、照明、換気及び排出の設備 

   ア 危政令第 10 条第 1項第 12 号に規定する「採光及び照明の設備」は、「第 4 製造所」の例による。 

   イ 同号に規定する「換気及び排出の設備」については､「第 20 換気設備等」による。 

(14) 避雷設備 

危政令第 10 条第 1 項第 14 号及び危規則第 16 条の 2 に規定する「避雷設備」は､「第 22 避雷設

備」による。 

 

２ 平家建て以外の独立専用建築物の屋内貯蔵所 

(１) 貯蔵倉庫に階段を設ける場合は、専用の階段室を設ける場合を除き、屋外に設ける。 

(２) 危政令第 10 条第 2 項第 4 号ただし書に規定する「階段室」には、エレベーター等は含まない。 

 

３ 他用途を有する建築物に設置する屋内貯蔵所 

(１) 危政令第 10 条第 3 項に規定する技術上の基準に適合する屋内貯蔵所を設ける場合、建築物の当該屋

内貯蔵所の用に供する部分以外の部分の用途は問わない。(平成元年 7 月 4 日消防危第 64号質疑) 

(２) 危政令第 10 条第 3 項に規定する技術上の基準に適合する屋内貯蔵所を同一の階において、隣接しな

いで 2 以上設けることができる。(平成元年 7月 4 日消防危第 64 号質疑) 

(３) 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画しても耐火構造以外の構造は認められない。(平成元年 7 月

4 日消防危第 64 号質疑) 

(４) 次の壁及び床は、危政令第 10 条第 3 項第 4 号に規定する「これと同等以上の強度を有する構造」に

該当する。(平成 2年 10 月 31日消防危第 105 号・令和 5 年 3 月 24 日消防危第 63 号質疑) 

(ア) 厚さ 75mm 以上の軽量気泡コンクリートパネルの壁 

(イ) 「耐火構造の構造方法を定める件」（平成 12 年建設省告示第 1399 号）第 1第 1 号に適合する壁

及び第３第１号に適合する床 

(ウ) 建築基準法第 2 条第 7号並びに同法施行令第 107 条第 1 号及び第 2 号（第 1 号にあっては、通常

ｎ 

ｊ=ｉ+1 
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の火災による過熱が 2 時間加えられた場合のものに限る）の技術的基準に適合するものとして国土

交通省の認定を受けた耐力壁である間仕切壁及び床 

(５) 危政令第 10 条第 3 項第 5 号に規定する「出入口」は、屋外に面していなくても差し支えない。(平

成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑) 

(６) 危政令第 10 条第 3 項第 6 号に規定する「窓を設けない」とは、出入口及び換気設備等の開口部以外

の開口部を有してはならないことを意味する。(平成元年 3月 1 日消防危第 14 号・消防特第 34 号通

知) 

(７) 危政令第 10 条第 3 項においてその例によるとされる「避雷設備」は、屋内貯蔵所の存する建築物全

体を有効に保護できるものとする。 

 

４ 特定屋内貯蔵所 

指定数量の倍数が 50 以下の屋内貯蔵所については、危規則第 16 条の 2の 3 に定める基準又は危政令第

10 条第 1 項の基準のいずれかを設置許可又は変更許可の申請者において選択できる。(平成元年 3 月 1 日消

防危第 14 号・消防特第 34 号通知) 

 

５ 高引火点危険物の屋内貯蔵所 

高引火点危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、危規則第 16 条の 2の 4から第 16 条の 2

の 6 までに定める基準又は危政令第 10 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の基準のいずれかを設置許可又は変更

許可の申請者において選択できる。(平成元年 3月 1 日消防特第 34 号・消防危第 14 号) 

 

６ 蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所 

位置、構造及び設備の基準に係る特例に関する事項は、次による。(令和 5年 12 月 28 日消防危第 361 号

通知) 

(１) 規則第 16 条の 2の 8第 2 項第 5 号に規定する「水が浸透する素材」とは、例えば段ボール箱等が該

当する。 

(２) 規則第 16 条の 2の 8第 2 項第 5 号ロ及びハのパレットの材質は、樹脂製以外のものとする。◆ 

(３) 規則第 16 条の 2の 8第 2 項第 5 号ハによる貯蔵方法は、図の例による。 
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７ 指定過酸化物又はアルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所 

危規則第 16 条の 4 及び第 16条の 6 で特例を定めていない事項については、危政令第 10条第 1 項の基準

を適用する。(平成元年 3月 1日消防危第 14 号・消防特第 34 号通知) 

 

８ タンクコンテナに収納して貯蔵する場合の基準(平成 10年 3月 27日消防危第 36号

通知) 

危政令第 15 条第 2 項に規定する積載式移動タンク貯蔵所の基準のうち構造及び設備の技術上の基準に適

合する移動貯蔵タンク並びに「国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準について｣

(平成 4年 6月 18 日消防危第 53 号通知)に示す国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所に積載するタンクコン

テナに限り、屋内貯蔵所に貯蔵しても差し支えない。 

 

９ ドライコンテナによる危険物の貯蔵について 

ドライコンテナによる危険物の貯蔵については、「ドライコンテナによる危険物の貯蔵について」(令和

4 年 12 月 13 日消防危第 283号通知)による。 

 

10 屋内貯蔵所において電気機械器具等(ＩｏＴ機器等)を使用する場合の運用について 

屋内貯蔵所において電気機械器具等を使用する場合については、「屋内貯蔵所について電気機械器具等

を使用する場合の運用について」(令和 6年 3月 29 日消防危第 80 号通知)による。 

第 6－1 図 貯蔵方法の例 


